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竹原ライフスタイル発信業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  この要領は、竹原ライフスタイル発信業務の受託候補者を、公募型プロポーザル方式（以下、

「本プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

⑴ 業務名 

竹原ライフスタイル発信業務 

⑵ 業務内容 

   「竹原ライフスタイル発信業務委託仕様書」のとおり 

⑶ 履行期間 

契約締結日から令和９年２月 26日まで 

⑷ 事業費限度額 

4,448,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルへの参加資格者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

なお、本プロポーザルに参加する事業者は、竹原市物品調達等及び委託役務等入札参加資格

者名簿に登録されているものとする。ただし、参加表明書提出期限までに入札参加資格審査申

請書を提出しているものも含む。 

⑴  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

⑵ 竹原市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

⑶ 竹原市競争入札参加者除外の基準及び適用区分に関する規程及び竹原市建設業者等指名除

外要綱の各規定による指名除外を受けていない者であること。 

⑷ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法

（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

⑸ 竹原市暴力団排除条例（平成２３年竹原市条例第 14号）第６条に規定する措置の対象に該

当しない者であること。 

 

４ スケジュール 

  本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。 

項目 期日又は期限 

公募開始 令和８年４月 30日（木） 

質問書提出期限 令和８年５月 13日（水）17時必着 

質問書回答期限 令和８年５月 18日（月） 

参加表明書提出期限 令和８年５月 26日（火）17時必着 

参加資格審査結果通知 令和８年５月 29日（金） 

企画提案書等提出期限 令和８年６月８日（月）17時必着 

審査結果通知（受託候補者の選定） 令和８年６月 15日（月）（予定） 
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委託契約締結 令和８年６月中旬   （予定） 

 

５ 質問及び回答 

  本プロポーザルへの質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 

⑴ 提出書類 

   質問書（様式第１号） 

⑵ 提出期限 

   令和８年５月 13日（水）17時必着  

⑶ 提出先 

   竹原市企画部企画政策課秘書企画係（担当 松本） 

電子メールアドレス kikaku@city.takehara.lg.jp 

電話 0846-22-0942 

⑷ 提出方法 

   電子メールにより提出すること。送信後は、電話連絡により受信確認を行うこと。 

⑸ 回答 

   令和８年５月 18日（月）までに、竹原市ホームページに、提出されたすべての質問とその

回答を掲載する。 

 

６ 参加表明書等の提出 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり書類を提出すること。 

⑴ 提出書類 

  ア 参加表明書（様式第２号） 

  イ 会社概要（様式第３号） 

  ウ 登記簿謄本又は登記事項全部証明書（写し可） 

ただし、発行から３か月以内のもの。 

  エ 納税に関する同意書（様式第４号） 

ただし、竹原市に納税義務がない場合は不要とする。 

  オ 消費税及び地方消費税の納税証明書「その３」（「その３の３」も可。写し可） 

ただし、発行から３か月以内のもの。 

⑵ 提出部数 

   １部 

⑶  提出期限 

   令和８年５月 26日（火）17時必着 

⑷  提出先 

   竹原市役所３階 竹原市企画部企画政策課秘書企画係（担当 松本） 

   〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目６番 28号 

⑸  提出方法 

   持参又は郵送とする。持参の場合は、土曜日、日曜日及び休日を除く、９時から 17時まで

とする。 

⑹ 中途の参加辞退 

参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、プロポーザル参加辞退届（様式第５号）を持

参又は郵送により提出すること。 
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７ 参加資格要件の審査結果の通知 

⑴  参加資格要件の審査結果は、令和８年５月29日（金）に事業者へ通知する。 

⑵ 前項の通知は、参加資格審査結果通知書により行う。 

 

８ 企画提案書等の提出 

上記７において、参加資格があると認められた者は、次のとおり企画提案書等を提出するこ

と。 

⑴ 提出書類 

  ア 企画提案書（任意様式） 

    Ａ４判（Ａ３判の折込頁の挿入は可とする。）、横書きとし、別紙「竹原ライフスタイル

発信業務委託仕様書」の内容を踏まえた提案に加え、次の事項についてもあわせて記載す

ること。 

   (ｱ) 実施概要（竹原市の現状・課題認識、コンセプト、全体設計） 

   (ｲ) 取材記事の構成・内容・写真のイメージ 

   (ｳ) Instagramページのデザイン案 

   (ｴ) コンテンツの付加価値を上げる独自の企画案（あれば） 

   (ｵ) 本市又は他自治体等から受注した類似業務の実績 

   (ｶ) 業務スケジュール 

  イ 業務実施体制（様式第６号） 

  ウ 過去５年間に実施した類似業務実績書（様式第７号） 

エ 見積書及び見積内訳書（任意様式） 

⑵ 提出部数 

   ６部（正本１部、副本５部） 

⑶  提出期限 

   令和８年６月８日（月）17時必着 

⑷  提出先 

   竹原市役所３階 竹原市企画部企画政策課秘書企画係（担当 松本） 

   〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目６番 28号 

⑸  提出方法 

   持参又は郵送とする。持参の場合は、土曜日、日曜日及び休日を除く、９時から 17時まで

とする。 

 

９ 審査方法 

企画提案書等を基に、「竹原ライフスタイル発信業務受託候補者選定委員会」において、 

「10 審査基準」に基づき書面審査を行い、評価が最も高かった者を受託候補者として選定す

る。 

なお、最低基準点は６割とし、総合計点の６割に満たない場合は、受託候補者としない。 

 

10 審査基準 

  審査の評価項目は、次のとおりとする。 
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評価項目 評価の視点 配点 

実
施
体
制
・
遂
行
能
力 

業務実施能力 

（様式第３号等で確認） 

・業務に関する理解・知識が十分にあり、適切に業務を遂

行できる実施体制となっているか。 

20 

業務実績 

（様式第７号等で確認） 

・類似業務の実績を有しているか。 

・過去の実績を本業務に反映できるか。 

10 

提
案
内
容 

コンセプト、全体設

計の妥当性 

・市の現状・課題（人口減少、若者・女性の流出等）を的

確に認識し、住民の意識変革が期待できる提案になって

いるか。 

・コンセプトが「暮らしの視点」になっているか。 

10 

取材記事の構成・内

容・写真 

・読者が読みやすく、興味を持つ記事の構成や写真のイメ

ージとなっているか。 

・ストーリー性（人物・背景・変化）があるか。 

20 

Instagram ページの

デザイン 

・Instagramページのデザインの質が高く、若者や女性に

対し、視覚的に興味を引くデザインになっているか。 

・ブランドイメージ（竹原らしさ）が表現されているか。 

15 

効果測定 ・具体的な分析手法が示されているか。 5 

独自性・付加価値 ・他自治体と差別化された独自の視点や切り口があるか。 5 

業務スケジュール ・業務スケジュールは適切か。 5 

見積金額 

【価格点の算出式】 有効な提案価格のうち最低価格／提

案価格×１０（満点） 

※小数点以下は切り捨てとする。 

10 

合 計 100 

 

11 審査結果の通知 

  審査結果は、全ての参加者に対して、令和８年６月 15日（月）（予定）に、書面にて通知す

る。 

  なお、審査結果に対する質疑等には一切応じない。 

 

12 契約 

  受託候補者と業務内容等について協議調整を行い、随意契約により委託契約を締結する。 

 

13 企画提案等の無効 
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  次のいずれかに該当する場合は、企画提案を無効とする。 

⑴ 期限までに所定の手続きをしなかった場合 

⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

⑶ 会社更生法に基づく更生手続き開始の申立てをするなど、業務の遂行が困難な状況に至っ

た場合 


